
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

令和３年12月、デジタル社会形成基本法に基

づき、デジタルガバメント実行計画が策定され、

この実行計画として自治体デジタル・トランス

フォーメーション（ＤＸ）推進計画が示された。 

自治体ＤＸ推進計画は、６つの重点取り組み

事項として、①自治体の情報システムの標準化・

共通化②マイナンバーカードの普及促進③自治

体の行政手続きのオンライン化④自治体のＡ

Ｉ・ＲＰＡの利用推進⑤テレワークの推進⑥セ

キュリティ対策の徹底が示され、あわせて取り

組むべき事項として①地域社会のデジタル化②

デジタルデバイド対策も示された。 

さらに、自治体DX推進計画は令和４年９月に

デジタルガバメント実行計画の廃案とともに、

デジタル社会を実現するための重点計画に基づ

きリニューアルされたが1、基本的な考え方はそ

のまま踏襲されている。 

 

さて、このようにデジタル化が進展していく

中で、デジタル人材の必要性がより重視される

ようになってきた。本論ではデジタル人材の育

成の視点から、筆を進めて行きたいと考える。 

 

 

                                                  
1ttps://www.soumu.go.jp/main_con-
tent/000835260.pdf 
2 https://bizx.chatwork.com/digitalization/analog/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

２．デジタル人材とは何か 

そもそもデジタル人材とは何か？ＩＣＴ人材

と何が違うのか？これについては様々な意見が

あるが、筆者が考える人材の違いについて、ま

ずは私見を述べたいと思う。 

まずは、デジタルという言葉の対極にはアナ

ログという概念がある。アナログとは、「連続的

なデータを目に見える量で表したもの」デジタ

ルとは「連続的なデータを段階的に切り取った

もの」という解説を見たが2この考え方に沿って

みよう。 

アナログとは途切れない、明確に境界線を分

けない、つまり数値で区切ることができない定

性的な表現であるというのが近しいと思う。例

えば疲れたとか、今日は長時間頑張ったとかと

いうのがアナログで、具体的に何時間何の作業

をしたのかと問うのがデジタルと考えられる。 

そうするとデジタル人材というのは、自分の

やっている業務や行動を具体的に区切る、例え

ば数値で示すことができる能力を持つ人材とい

うことが言えるように思う。 

 

３．デジタル人材とＩＣＴ3人材の違い 

ではデジタル人材とＩＣＴ人材は何が違うの

だろうか。私が考える違いは、「システム仕様の

意思決定ができるかどうか」にかかると思う。 

ＩＣＴ人材とは、業務に対して、より便利に

効率的に技術を活用したり、サポートすること

3 Information and Communication Technology の

略。情報(information)や通信(communication)に関す

る技術の総称

https://www.soumu.go.jp/denshijiti/ict/index.html 

⾃治体⾏政の視点 
⾃治体 DX とデジタル⼈材育成について 

総務省地域情報化アドバイザー ⾼村 弘史 

編集者注：本稿は、広く地方公共団体の今後の施策に役立て

ていただけるようなコンテンツを提供すべく御執筆いただい

たものです。 



ができたりする能力を持つと考える。 

私が今まで自治体の支援をしたとき、情報政

策（管理）部門の悩みでよくあるものの一つは、

「業務主管課がシステム改革に積極的に動かな

い、意識が低い」というものであった。 

しかし業務主管課に言わせれば、そこは「情

報政策（管理）部門の仕事であって、我々は協

力をしてあげている。前と同じであればなにも

文句は言わない」という感覚に近い。 

そうなると、何が困るか？業務環境の変化に

即した新たなシステム仕様を決める人がいない

のである。 

デジタル人材とはこういったときにけん引で

きる人材であってほしい。それが従来のＩＣＴ

人材との違いであってほしいと思う。 

しかしこれが難しい。ここには自治体業務シ

ステムにおける問題点が大きく影響していると

思う。 

 

４．自治体業務システムにおける問題点 

私が考える問題点は以下の3点である。 

① 現状業務の維持のための最低限の人数し

か配置されていないことが多く、ルーチン

業務以外の対応をするための人的余力が

ない 

② 定期的な異動があるが、引継ぎ文書が不十

分であり、かつ短期間の異動のため、異動

先において体で仕事を覚えることになり、

過去の経緯がわからない 

③ ベンダーのパッケージを使ってはいるが、

仕様についての経緯がわからないため、出

力されたものを「都度修正」するなどその

場対応で業務を回している 

その「都度修正」は、ベンダーに依存せざる

を得ず、ベンダーのリソースが不足すると、シ

ステムの対応が困難になるということが言える。 

現在の自治体ＤＸ推進、特に標準化対応は、

1800 弱の自治体が同時期に移行するものであ

る。 

ベンダーの負荷は大きく、標準化対応に対し

て人的リソースの配分に苦慮することは多いは

ずであるし、撤退する事業者もあるだろう。 

職員の人的負担もますます大きくなる。 

 

５．その都度修正のメカニズム 

「都度修正」の原因となるのは現在の仕様の

経緯が分からないことが大きい。 

十分な引継ぎができていないと、動いている

プログラムで何のために作られたのかわからな

いものが出てくる。データも同じだ。わからな

いものは、下手に削れない。結局そのまま維持

し、手段は問わず、更新前のシステムと同じア

ウトプットが出ることだけを要求する。 

放置されたプログラムやデータが積み重なり、

システムは肥大化し、運用コストがあがり、他

のベンダーのパッケージにそのまま移行するこ

とが困難になる。なぜなら移行するには、わざ

わざ不要かもしれない機能やデータまで追加し

ていかないと不安だからだ。結果、移行コスト

も高止まりする。 

 

６．自治体業務システムの標準化 

国が進めている標準化の取り組みは、共通の

仕様部分を定め、他を禁止することで不要なプ

ログラムやデータを廃するものである。 

これは、知識のない人の業務判断の迷いを助

け、標準仕様を適用することで、職員負荷やベ

ンダー負荷の軽減を図ることが期待される。 

しかしここで全国と地域特性の違いが課題に

なる。 

標準化を進めると同時に、地域のもつ特性、

固有事情を活かす必要もあるため、一律に国が

標準を定めることは困難であり、地域固有のオ

プションも設定する必要がある。 

しかしこの決め事は、業務そのもの、あるい

は自治としての政策そのものである場合、関係

者間の、さらに、自治体クラウドを有効に活用

していくためには、団体間でのすり合わせが必



要になってくる。 

例えば固定資産税の演算がある。これは全国

共通の計算方法を使い、考え方は同じであるが、

合わなくなることが多い。 

計算方法は同じでも、システムによって小数

点以下の桁数はそれぞれ団体ごと違うなど違い

がある。税額の変更は住民に対する明確な説明

が必要であり、評価替え時期にしっかりした対

応が必要であり、過去の経緯と合わせ、軽々し

くできるものではない。 

団体規模の特性もある。たとえば扱うデータ

量についていえば、大量のデータを即時に処理

することは困難であり、通常はバッチと呼ばれ

るまとまった処理を夜間などの時間帯に行う。

これは、それぞれの自治体によってやり方が異

なる。 

他団体のバッチそのものをコピーしてすぐに

使うことはできない、必然的に大規模自治体の

システムの更新は長期間を要することになる。 

 

７．地域情報プラットフォーム。 

ここで紹介したいのは「地域情報プラットフ

ォーム」4である。（図１）これは総務省の施策に

沿って、一般財団法人全国地域情報化推進協会

が維持管理をしている自治体情報連携の標準モ

デルである。 

 

 

 

 

 

 

図１ 地域情報プラットフォーム 

ここには業務の視点と技術の視点によるモデ

ルが基幹システム 26 業務において定められて

                                                  
4 ://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictri-
you/platform.html 
5 Enterprise Architecture  
日本では全体最適化と訳される 

おり、そのモデルは主要ベンダーや自治体会員

の合意形成で進められ、平成18年から毎年更新

しているものである。 

20 の自治体標準システムはこのモデルをベ

ースにしているが、長年にわたり関係者間の合

意形成を継続し、維持し続けているという事実

は驚くべきことであり、ここに解決のヒントが

あるように思う。 

 

８．デジタル人材のあり方と育て方 

結論としてデジタル人材は何をすべき人であ

り、どう育てるべきなのか。 

デジタル人材はシステム仕様の意思決定がで

きる能力を持つとした。しかし業務知識を基に

した根拠がなければできない。ということは関

係者間の合意のもと、業務知識を整理し、明確

に経緯や意図を残し、委託範囲を明確に区切っ

て示すことができる、あるいは環境をけん引で

きる人材ということではないだろうか。しかも

粘り強く。 

実はそういった考え方を支援するものは昔か

ら存在する。それはＥＡ5やＩＴＩＬ6と言われ

る業務知識の再利用を目指したフレームワーク

である。 

自治大学校特別講座自治体CIO育成研修では、

ＥＡ手法を用いた業務分析や業務改善の講座を

長年行ってきている。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Information Technology Infrastructure Library 
システム運用におけるベストプラクティスを体系化し

たもの 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 自治体ＣＩＯ育成研修全体最適化編カリキュラム 

（総務省自治大学校特別講座） 

 

この研修の手法を活かして、実際にＤＸ対応

に応用している団体もある（図３）。 

 

図３ ＥＡ手法によるデジタル範囲の検討 

（静岡県湖西市） 

 

米国にも自治体ＣＩＯ育成研修と類似のもの

がある、ＥＡ人材に対しトレーニングと資格認

定をしているものである（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

図４ FEAC 

https://www.feacinstitute.org/feac-

about/who-we-are 

９．サポートするシステムの必要性 

私がこれらにかかわった2006年ころは、紙が

主体でこういったことを進めてきていた。 

業務担当者は時間的な余裕がほとんどない。 

その結果、課題の多いものとなった思いがあ

る。その反省からも、サポートするシステムも

重要だと考えている。 

昔ながらのフレームワークと、ＡＩやノーコ

ードツールなどの新しいデジタル技術を組み合

わせ、使いこなすデジタル人材が活躍すること

で、デジタル社会を切り開く未来も見えてくる

だろう。 
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